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広告

道路・水路
⹂☞市役所管理課　☎23-5129／土木課　☎23-8242
◆各地域自治センター
☞丸子　建設課　☎42-1032
☞真田　建設課　☎72-4331
☞武石　産業建設課　☎85-2793

●道路、水路との境界確認
　市が管理する道路、水路に接した土地に塀を建てる、
土地を売買する、土地を分筆する等の際は、事前に道路
や水路との境界確認（立会い）をお願いします。
●道路に穴があいていたり、水路の蓋が壊れているとき
　市では随時道路パトロールを行い、道水路の危険箇所
の発見に努めていますが、事故の未然防止のため、危険
箇所を発見された時は、市役所土木課、管理課または各
地域自治センター担当課に連絡をお願いします。
●道路を使用したり掘削するとき
　道路内に一時的に工事用の足場を設置する場合、排水
管等を布設する際に掘削する場合などは許可が必要です。
●道路を通行止めにするとき
　市が管理する道路に排水管を布設するための工事や自
治会の祭り等で道路を通行止めにする場合は市、警察署
の許可と消防署への届出が必要です。
●水路や道路側溝に蓋をかけて出入に使用するとき
　水路や道路側溝に蓋をかけて出入に使用するときは許
可が必要です。構造についてはご相談ください。
●道路や水路を個人で改修するとき
　個人の都合で歩道・縁石の切り下げ、道路側溝・水路
改修、ガードレールの撤去等を行う場合は、許可が必要
です。構造についてはご相談ください。
●生活道路や水路等の清掃、除草
　生活道路、里道や水路の清掃、除草や樹木の害虫駆除
等は、身近な地域の皆さんのご協力をお願いします。
●道路や水路に個人名義の土地が残っている場合
　市が管理する道路や水路に個人名義の土地が残されて
いる場合は、ご相談ください。
●使用されていない里道や水路等を譲り受けたいとき
　自分の土地に隣接している使用されていない里道や水
路等の譲渡を希望される場合はご相談ください。

土地情報・土地取引
⹂☞市役所管理課　☎23-5129�
都市計画図の販売　☎23-5125�
地籍調査　座標値の閲覧及び交付、�
基準杭の移設及び撤去　☎71-6927

◆各地域自治センター
☞丸子　建設課　☎42-1032
☞真田　建設課　☎72-4331
☞武石　産業建設課　☎85-2793

●土地情報
　インターネットで地価公示価格や不動産取引価格がご
覧になれます。
・�土地総合情報システム�
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
●届出が必要な土地取引
　都市計画施設の区域内にある土地で、100平方メート
ル以上の土地取引を行う場合などは、届出が必要になり
ます。
　届出が必要な土地取引かどうかは、事前に管理課まで
お問い合わせください。
●都市計画図の販売
・�都市計画図（1/25,000、1/10,000）
・�上田市基本図（1/2,500）
・�上田市全図（1/100,000、1/50,000、1/10,000）
・�上田地区中心部、丸子地区中心部（1/20,000）
●地籍調査　座標値の閲覧及び交付、基準杭の移設及び
撤去
・�座標値の閲覧及び交付：1筆あたり300円
　基準杭の移設及び撤去を行う場合は、事前に届出が必
要となります。詳しくはお問い合わせください。
●市有地の売却物件情報
⹂☞市役所財産活用課　☎23-5114
　市有地の売却物件情報については、市ホームページ市
政情報の行財政の公売・公金の「市有財産の売却物件一
覧」または「一般公売」をご覧いただくか、財産活用課
までお問い合わせください。
●土地開発公社の売却物件情報
⹂☞上田市土地開発公社　☎22-3415
　売却時に、市のホームページ等にてお知らせします。
　詳しくはお問い合わせください。

その他情報

案件名 ：

校正出し日 ： 割付番号 ：
商品コード ： コード番号 ：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所 属 長 確 認 欄 　   営 業 確 認 欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2022年1月26日

上田市公共交通とくらしのガイド2022
8HL494H0A

367
263

有限会社藤本エクステリア 御中

造園工事 P49 D-1

心安らぐ庭づくり

有限会社藤本エクステリア
庭木のことは樹木医のいる当社へご相談下さい。適切な診断・治療を行います。
●造園 ●樹木治療 ●ガーデニング ●テラス ●ウッドデッキ
●門 ●塀 ●カーポート 他
■上田市上田3086-10
■TEL:0268-25-3205 ■FAX:0268-21-8488
■代表取締役 後藤 正直

026－263－3977
上田市公共交通とくらしのガイド2022

■画像著作権：確認済

あり

空き家バンク・宅建協会

上田市 空き家バンク
宅建協会では、上田市と協定を結び、空き家
バンク事業を展開しています。空き家の維持
管理、処分等をお考えの方は、ぜひ連絡下さい。
■

TEL： FAX：
■営業時間／9：00～17：00 ■定休日／土曜、日曜、祝日

（公社）長野県宅地建物取引業協会 上田支部

■URL:http://takken-ueda.com/ ■E-mail:info@takken-ueda.com

P42 A-1
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都市計画・景観
⹂☞市役所都市計画課　☎23-5127／☎23-5134
◆各地域自治センター
☞丸子　建設課　☎42-1032
☞真田　建設課　☎72-4331
☞武石　産業建設課　☎85-2828

●都市計画道路・用途地域・立地適正化計画
　都市計画道路や用途地域及び立地適正化計画に関する
ことについては、お問い合わせください。
●開発行為をするとき
　都市計画区域内で一定規模以上の宅地造成等を実施し
ようとする場合は、あらかじめ届出が必要となります。
都市計画区域外については、開発の規模、内容にかかわ
らず申出書が必要となる場合がありますので、各地域自
治センターにご相談ください。
●土地に自立した太陽光発電設備を設置するとき
　土地に自立して設置する太陽光発電設備で、敷地面積
が1000平方メートル以上、かつ、発電出力50キロワッ
ト以上の施設は、あらかじめ届出が必要な開発行為とな
りますので、事前にご相談ください。
●景観法・市景観条例に基づく行為の届出
　良好な景観形成のため、景観計画において地域ごとに
景観形成基準を定めています。建築物の建築や工作物の
建設、開発行為等の景観に与える影響が大きい一定規模
以上の行為については、届出が必要となりますので、事
前にご相談ください。
●中高層建築物を建てるとき
　建築物の高さが、場所により12.5m〜15m以上にな
る場合に、事前の届出と標識の設置や近隣関係者への説
明会等の実施、報告書の提出が必要です。
●屋外広告物を設置するとき
　設置場所や表示する面積、色使いについて規制があり
ます。許可や届出が必要な場合や、設置が禁止されてい
る地域もありますので、事前にご相談ください。
●生垣の補助
　通り抜けのできる公道に面して連続して5m以上の生
垣を設置する際、着工前に申請し要件を満たしている場
合に一定の補助金を交付します。

農地と農業経営
⹂☞農業委員会事務局　☎23-5466
◆各地域自治センターの農業委員会地域事務所
☞丸子　☎42-1037
☞真田　☎72-4330
☞武石　☎85-2828

●農地の売買
　農地を売買・贈与・交換する場合及び農地を農地以外
の用途に転用する場合は、事前に農地法による許可が必
要となります。また、農地を相続した場合は、農業委員
会への届出が必要となります。
●農地の貸借
　農地の貸し借りをする場合は、農地法による許可、農
業経営基盤強化促進法または農地中間管理事業による手
続きが必要となります。農業経営の縮小や拡大をしたい
場合は、市、農協及び農地中間管理機構と相談し、安心
して農地の貸し借りができるようお手伝いをします。な
お、賃貸借期間中に解約をする場合は届出が必要となり
ます。
●農地関係の諸証明
　競売・公売により農地を買う場合の適格者証明、相続
税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明、農地の地目
変更に必要な証明等があります。
●農業者年金
　農業者年金は、国民年金第1号被保険者で年間60日以
上農業に従事する60歳未満の人が加入でき、国が運営
する制度です。条件により掛金の一部を補助する制度も
あります。加入、年金支給、脱退等の相談を受け付けて
います。
●農地相談
　農地の権利移動、転用、農地の利用関係の調整など農
地に関する各種相談を受け付けています。

P45 E-2
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森林・野生動物
⹂☞市役所森林整備課　☎23-5124
◆各地域自治センター
☞丸子　産業観光課　☎42-1037
☞真田　産業観光課　☎72-4330
☞武石　産業建設課　☎85-2828

●森林の土地所有者変更
　森林の土地の所有者になった場合（売買、相続、贈与、
法人の合併等）は届出が必要です。
●伐採の届出
　森林の伐採を行う場合、90日から30日前までの届出
が必要です。
●野生動物の相談
　鳥獣被害防止施設設置補助金、侵入防止柵資材の自治
会等への原材料支給、捕獲対策等。

商工業
⹂☞市役所商工課　☎23-5395
◆各地域自治センター
☞丸子　産業観光課　☎42-1047
☞真田　産業観光課　☎72-4330
☞武石　産業建設課　☎85-2828

●中心市街地の活性化
　商店街振興、中心市街地活性化について
⹂☞上田地域　�市街地商業活性化担当　�

☎23-5395／FAX23-5246
⹂☞丸子地域　�丸子地域自治センター産業観光課　�

☎42-1047／FAX42-3222
●空き工場などの情報
⹂☞産業企画担当　☎23-5395
●産学官の連携支援・新技術等の開発支援
　信州大学繊維学部内にある産学官連携支援施設（AREC）
での大学と企業の共同開発研究、新技術等の開発に対す
る助成制度などについて
⹂☞次世代産業支援担当・産業企画担当　�
☎23-5396・5395

●中小企業融資制度のあっせん
⹂☞商工振興担当　☎23-5395
☞丸子　産業観光課　☎42-1047
☞真田　産業観光課　☎72-4330
☞武石　産業建設課　☎85-2828

勤労者福祉
⹂☞市役所地域雇用推進課（勤労者福祉センター内）　�
☎26-6023

◆各地域自治センター
☞丸子　産業観光課　☎42-1047
☞真田　産業観光課　☎72-4330
☞武石　産業建設課　☎85-2828

●勤労者互助会
⹂☞地域雇用推進課　☎24-7363
　勤労者互助会は、中小規模事業所の従業員と事業主の
福祉向上を図るための組織で、共済金給付事業、福利厚
生事業などを実施しています。会費は1人月額300円、
入会費100円（初回のみ）です。
●勤労者への融資制度
⹂☞長野県労働金庫　ローンセンター上田　�
☎29-8800

　勤労者の生活の安定と福祉向上を図るため、労働金庫
と協調し資金融資を行っています。
●勤労者のための施設
⹂☞各施設
　勤労者の福祉向上のための施設として、上田市勤労者
福祉センター（☎24-7363）、上田市共同福祉施設（サ
ンワーク上田）（☎38-9000）、上田市市民プラザ・ゆ
う（☎27-2988）などがあります。
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上田市公共交通とくらしのガイド2022
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連合長野上小地域協議会 御中

労働組合・労働相談 P38 C-3

＂働く＂を支える。働く人のくらしを守る。

連合長野上小地域協議会
パート、アルバイト、契約、派遣など働き方が多様化する中、職場環境、賃金、解雇など、
職場に関わるトラブルは益々複雑になっています。連合は働く人の味方です。あなたの抱え
る問題にあなたと一緒に向き合います。
■〒386-0012 上田市中央4-9-1
■TEL:0268-25-0500 ■FAX:0268-75-8500
■営業時間／9:00～16:00 ■定休日／土曜、日曜、祝日
■URL:http://www.rengo-nagano.jp/
■E-mail:josho@nagano.jtuc-rengo.jp あり

026－263－3977
上田市公共交通とくらしのガイド2022

■ロゴの著作権：確認済
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上田市公共交通とくらしのガイド2022
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特殊伐採業 雲取 御中

特殊伐採業 P61 D-3

どんな場所のどんな木でも伐ります

携帯:090-4159-9010
TEL・FAX:0268-34-6939
■上田市蒼久保1451-3
■クレーンの入らない所でも伐ります。お墓、建物が有っても可能です。ご相談・見積りは無料です。

026－263－3977
上田市公共交通とくらしのガイド2022

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済


